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はじめに

我が国における温室効果ガス削減対策を推進するため、 年に「地球温暖化防止行
動計画」が策定され、二酸化炭素排出量を「 年以降 年レベルで安定化させる」
という目標（気候変動枠組条約上の努力目標でもある）が設定されたが、 年度にお
ける二酸化炭素排出量は 年度に対して既に ％増加しており、 年の達成は極め
て困難な状況にある。一方、平成９年に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約
国会議（ ）において京都議定書が採択され、我が国は、温室効果ガス排出量を基準
年に比して６％削減することを約束した。政府は、これを受け「地球温暖化対策推進大
綱」を定め、各部門ごとに取り組むべき具体的対策と削減目標量を明らかにし取組を進
めてきているが 「行動計画」と同様に、個々の対策を具体的に推進する制度、資金等が、
十分整備されている状況ではない。

本年１月に発表されたＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）の第３次評価報告
書第１作業部会報告書では、従来の予測を上方修正して、 年にはおよそ ～
度の温度上昇が生ずるとの予測が出され、地球温暖化問題は、一層差し迫った問題とし
て認識されつつある。また、ＩＰＣＣの第２次評価報告書では、大気中の二酸化炭素濃
度を安定化するためには、ただちに ～ の温室効果ガスを削減する必要があると
されているとおり、京都議定書に定められた先進各国に対する削減割合は、それだけで
十分なものではなく、第一約束期間以降もさらに抜本的な対策が求められる。

温室効果ガスは、あらゆる経済社会活動に伴って排出されるものであるが、その削減
を図ることは、社会経済活動の自由を制限しかねないとする見方もある一方で、エネル
ギー、交通などのシステムの転換は、新たなビジネスと雇用を生み出し、新しい環境規
制に適合した製品開発への努力は、我が国の経済の国際競争力を付けることへとつなが
る。また、温室効果ガスの排出量削減の検討にあたっては、グローバル化、エネルギー
市場などの自由化、地方分権化、ＩＴ技術の進展等、我が国の将来像の在り方を踏まえ
た検討を行う必要がある。
なお、気候変動枠組み条約に基づき、平成 年 月末までに第３回の国別報告書を

提出する予定であり、そこでは、 、 、 年の将来推計の記述が求められてい
るところである。

そこで、平成 年９月に環境省（庁）において 「温室効果ガス削減技術シナリオ策、
定調査検討会」を設置し、各部門ごとの分科会において、 年以降の排出量増減の要
因を明らかとするとともに 「地球温暖化対策推進大綱」の対策によって、 年にど、
れだけの削減量が見込めるかについて検討した。これを報告書の第一部としている。ま
た、今後、技術的、時間的（ 年まで）な条件の下で、制度的、資金的な制約は捨象
した場合、最大限どれだけの削減ポテンシャルがあるかについての検討を行い、これを
報告書の第二部としている。

今後、環境省においては、両報告書を参考として、個々の対策分野の具体的な推進手
法の在り方についてさらに検討を重ね、京都議定書における目標達成のための国内制度
が構築されることを期待する。
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第１章 総 論



１．地球温暖化対策推進大綱の策定

平成９年に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（ ）において京
都議定書が採択され、我が国は、第一約束期間（ 年～ 年）の温室効果ガス排
出量を基準年に比して６％削減することを約束した。
政府は、これを受け「地球温暖化対策推進大綱 （以下「大綱」と呼ぶ）を定め、各部」

門ごとに取り組むべき具体的対策と削減目標量を明らかとした。表１に示すように、各
部門ごとに 年に対して 年まで追加的な温暖化対策をとらなかった場合を 基、 「
準ケース」として、 年の目標排出量と削減量を示すとともに、 ％の達成の内訳を
示している。
この内訳によると、エネルギー起源の二酸化炭素について、対 年度比± ％を達成

し、さらに、非エネルギー起源の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素に係る抑制対策に
よって ％、その他として革新的な技術開発とさらなる国民努力により ％を見込ん

。 、 、 、 。でいる また ＨＦＣ ＰＦＣ ＳＦ６については ％の増加に止めることとしている
一方、吸収源については、大綱において 「京都議定書に従えば ％の削減が見込ま、

れる。 年頃における我が国全体の森林等による純吸収量が ％程度と推計される
が、今後の国際交渉において必要な追加的吸収分が確保されるよう、適切な方法論等の
確立に努める 」とし、京都メカニズムについては 「京都議定書で導入された排出量取。 、
引、先進国間での共同実施、先進国と途上国で共同して排出削減を行うクリーン開発メ
カニズムなどの国際的枠組を活用」することとしている。



表１ ６％排出削減目標の達成に向けた当面の対策の概要
単位：百万ｔ（炭素換算）

年 年 対 策 内 容 年 排 出
基準ｹｰｽ 量

削減量
ＣＯ 産業 鉄鋼 １３５ １４２ 廃熱回収、次世代ｺｰｸｽ炉等 １２６２、
ＣＨ 紙パルプ 堅型ミル等 △１６
Ｎ ０ エ セメント 対 年 気相法低密度設備等 対 年２

－ ネ 化学 等 ５ 高効率モーター等 －７
ル 民生 ７２ ９９ 機器効率改善 △ ７２
ギ 住宅省エネ △ △２７

対 年 液晶ディスプレイ等 △ 対 年
起 冷暖房適正化等 △ ±０
源 運輸 ５８ ８１ 自動車単体対策 △ ６８
Ｃ 交通・物流対策 △ △１３
Ｏ 対 年 ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ･ｽﾄｯﾌﾟ等 △ 対 年
２ テレワーク △ ＋

転換 ２１ ２５ 所内消費の省エネ等 ２２
△３±０％

合計 ２８７ ３４７ ２８７
△６０

対 年
±０％

非エネ 工業プロセス ２０ ２２ 高炉セメントの利用 ２１
ＣＯ２ 廃棄物 リサイクルの推進等 △１
メタン ９ ９ ごみの直接埋立ての縮減等 ７

△１
Ｎ ０ ９ １１ アジピン酸製造過程での ７－ ２

排出抑制装置の設置等 △４
合計 ３７ ４１ ３６

△６
対 年 対 年
＋ －４

その他 革新的技術開発 超高効率太陽光発電等 △６
更なる国民努力 サマータイムの導入等－２％

､ 、 代替フロン等３ガス（ ）の排出抑制対策、数値目標を盛り込んだ産業ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６
界の定める行動計画に基づく取組を促進するとともに、代替物質の開発、ＨＦＣ
の回収・再利用・破壊システムの整備等を行う。 【基準年 年】２％

吸収源 京都議定書に従えば ％の削減が見込まれる。 年頃における我が国全体の
－ ％～ 森林等による純吸収量が約 ％程度と推計されるが、今後の国際交渉において

－ 必要な追加的吸収分が確保されるよう、適切な方法論等の確立に努める。
％
京都ﾒｶﾆｽﾞﾑ 京都議定書で導入された排出量取引、先進国間での共同実施、先進国と途上国で

共同して排出削減を行うクリーン開発メカニズムなどの国際的枠組を活用。

（注１）表の数値は四捨五入のため、合計が一致しない場合がある。

（注２ 「地球温暖化問題への国内対策に関する関係審議会合同会議配布資料（平成９年 月 」に基） ）

づき環境省が作成。



２．温室効果ガス排出量と削減量の算定方法

（１）基本的な考え方

本検討では、排出量、削減量等の算定方法については、透明性、検証可能性を確保
することとして検討・整理した。

ある年度における温室効果ガスの排出量は、一般に次の式によって求められる。

温室効果ガス総排出量
＝Σ｛ ガス種iの温室効果ガス排出量）×（ガス種i のＧＷＰ ｝i （ ）

の場合[エネルギー起源の二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出]

ガス種別温室効果ガス排出量
＝Σ｛ 対象分野jの排出係数）×（対象分野jの活動量 ｝j （ ）

（注）

対象分野の排出係数
Σ ｛ 小区分 の排出係数）×（小区分 の活動量 ｝（ ）

＝
対象分野の活動量

の場合[エネルギー起源の二酸化炭素の排出]

ガス種別温室効果ガス排出量（二酸化炭素排出量）
＝Σ｛ 燃料ｊの排出係数）×（燃料jの消費量 ｝j （ ）

燃料の消費量＝Σ （対象分野kの燃料消費量）ｋ

対象分野の燃料消費量
対象分野のエネルギー消費原単位

（ ）＝ × 対象分野の活動量
燃料の発熱量

（注）

対象分野のエネルギー消費原単位
Σ ｛ 小区分ｌのｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位）×（小区分ｌの活動量 ｝ｌ （ ）

＝
対象分野の活動量

（注）対象分野内において、活動の種類に応じて排出係数またはエネルギー消費原単位が相当程度異なる

場合は、さらに小区分に分割して算定することが望ましい。

なお、排出係数及びエネルギー消費原単位は、起点となる年度の数値から、
必要に応じ対策効果を見込んで算定する。また、活動量は、主要な社会経済活
動量（シナリオ。第１章３参照）として設定した量から、必要に応じ対策効果
を見込んで算定する。



本報告書で用いた用語の意味は、表２に示すとおりである。

表２ 本報告書における用語の意味
活動量 対象分野ごとに定義された社会経済活動に関する量であり、

排出係数、エネルギー消費原単位等と乗ずることにより温室
効果ガス排出量が得られる。

排出係数 温室効果ガス排出量を算定するために、地球温暖化対策推進
法に定められた係数（注 。）

エネルギー 活動量当たりのエネルギー消費量。
消費原単位
シナリオ 現在から将来に向けての社会経済状況の変化。特に、それを

反映する活動量の変化。
ケース 検討対象技術の効率や普及率等の違いによる温暖化対策の進

展度の相違に関する想定。
対象分野の区分けについては、例えば、冷房、暖房、給湯のように、社会経済の需要の観点(注)

、 。 、から設定するため 地球温暖化対策推進法施行令の活動区分と必ずしも一致しない このため
推進法施行令に基づいて定める排出係数とは、単位及び数値の異なる場合が多い。なお、第２
章２では、同様の概念として「CO2排出原単位」という語を用いているが、これは常に、エネ
ルギー消費量当たりの二酸化炭素排出量を意味している。

（２）ケース設定について

本検討会では各部門で共通のシナリオを使用し、対象技術の効率や普及率等の違い
、 （ ） 、「 」により 第３回国別報告書作成のためのガイドライン 図１参照 を参考とし 固定

「計画 「強化」の３つのケースを表３のように設定した。」

表３ ケース設定

名 称 基本的な考え方 具体的な設定方法

起点となる年（注１）までに導入さ 各技術の普及状況、または、買い換
固定 れている政策・対策の効果を考慮 え時に新規に導入される技術の効率
ケース し、それ以降は新たな政策・対策の （排出係数やエネルギー消費原単位

効果がないとした場合の将来予測。 等）を起点の年のまま一定として設
ガイドラインの 定 （注２）。
に相当。

計画 現時点（注３）までに決定された確 現状の政策・対策の延長の下におけ
ケース 実性の高い政策・対策の実施を前提 る将来の各技術の普及状況と効率等

とした将来予測。ガイドラインの を想定して設定するケース。
に相当。

更なる政策・対策が追加された場合 政策・対策が強化された場合の将来
強化 の将来予測。ガイドラインの の各技術の普及状況と効率等を想定
ケース に相当。 して設定するケース。



（注１）推計の出発点となる年のことであり、本検討では「地球温暖化対策推進大綱」が策定された
年（６月）を起点としている。

（注２）固定ケースにおいても、自動車、家電製品等、普及台数の多い分野の場合、通常の買い換えによ
るストックとしての効率改善効果を織り込んでいる。

（注３）本検討では、 年２月としている。

図１では、固定ケース（Without measures）は1995年を、計画ケース（With measur
es）と強化ケース（With additional measures）は2000年を起点としているが、本検
討では、いずれも1998年を起点とした。これは次の理由による。

・現時点で排出量が算定されている最新年は1998年であること。
・大綱が策定されたのは 年６月であるため、固定ケースの起点を 年と
すると大綱の定量的評価が可能となること。

ただし、計画ケースについては、新しい対策が講じられれば、その状況変化に合わ
、 、 。 、せて 起点をその年度に移動して推計の上 改訂することが望ましいと言える また

1998年度は景気の停滞などにより、温室効果ガス排出量が特異的に減少していること
に留意する必要がある。

（出典：国連気候変動枠組条約国別報告書の作成ガイド図１ 温室効果ガスの排出に関する計画
ライン）

（３）基本的な算定手順

各ケース算定の基本的な手順は次の通りである。



① 各部門における算定方式を設定
対象分野ごとに温室効果ガス排出量の算定式を設定し、この算定式による現
状のインベントリの再現性を確認する。

② 将来の主要な社会経済活動量（シナリオ）の設定
各ケースにおける算定の基礎とするため、将来の主要な社会経済活動量を設
定する。

③ 固定ケースの算定
主要な社会経済活動量と各部門において設定された算定方式をもとに、技術
の効率・普及率等（注）を起点の年のまま一定とした固定ケースの算定を行
う。

（注）本検討では、自動車、家電製品等、普及台数の多い分野の場合、買い換えによるストック
としての効率改善を織り込んでいる。

④ 計画ケースの算定
温室効果ガス削減対策に基づく効果を見込んだ技術の効率・普及率等をもと
に、同様にして計画ケースの算定を行う。

（注）産業部門、民生（業務）部門については、対象となる機器、設備の種類が非常に多岐に渡
るため、計画ケースは、固定ケースから代表的な機器、設備の省エネ効果などによる削減
量を差し引いて算定している。

⑤ 現行対策の進捗状況評価
全体及び各部門について、最新年の固定ケース排出量と計画ケース排出量の
差を算定することにより、最新年における対策効果を評価する。
また、可能な場合には、個別対策別に削減量の算定を行って評価する。
さらに、各部門ごとに計画ケースの目標年における排出量を推計することに
より、部門別目標排出量の達成見込みについて評価する。

⑥ 不足分の対策強化方策の検討
目標年において目標排出量レベルを達成するために不足する削減量分につい
て、対策強化方策を検討する （詳細は第２部参照）。

⑦ 部門別目標排出量の設定（強化ケースの算定）
対策強化方策の検討結果に基づいて、新たな効率・普及率等を設定し、目標
年における部門別の排出量を算定する。



排 固定ケース
出
量 計画ケース

目標削減レベル

年
Ｐ年 Ｑ年 Ｒ年（目標年）

①各部門における算定方式の設定 ②主要な社会経済活動量の設定
必
要
に

③ 固定ケースの算定（Ｐ年を出発点とする） 応
じ

翌年度
④計画ケースの算定（排出量ﾃﾞｰﾀのある最新年Ｑ年を出発点とする）

⑤ 現行対策の進捗状況評価

[Ｑ年固定ケース] [Ｑ年計画ケース]により削減量評価

計画ケースにより全体及び部門別の達成見込みを評価

目標年計画ケース
が目標年排出量レベルを上回る

場合

ＹＥＳ

⑥ 不足分に関する対策強化方策の検討

対策技術の導入による削減ポテンシャルの検討
（技術的・経済的・制度的制約の有無との関係）

対策技術導入のコストに関する検討

⑦ 部門別目標排出量の設定（強化ケースの算定）

図２ 固定・計画・強化ケースの算定手順



（４）エネルギー起源の二酸化炭素排出量の扱い

温室効果ガス排出量の大半を占めるエネルギー起源の二酸化炭素排出量についてはエ
ネルギー消費量ベースで集計した後に二酸化炭素等に換算を行う （図３参照）。

なお、エネルギー起源の二酸化炭素について、温室効果ガス排出・吸収目録（インベ
ントリ）では総合エネルギー統計を活用して算定しているが、運輸部門・民生部門では
他の統計を活用しているため、起点とする年における算定結果がインベントリの数値と
一致しない。特に、民生部門については、相当程度一致しないため、それを各年の排出
量について算定結果の補正を行っている （第３章６（１）参照）。

各需要部門においてエネルギー消費量を算出し、購入電力以外については各燃料消費
量に各燃料の排出係数を乗じて温室効果ガス排出量に換算する一方、購入電力について
は エネルギー転換部門で総電力需要量を集計する なお 各部門において電力配分 発、 。 、 （
電に伴う排出量を電力消費量に応じて最終需要部門に配分）後について二酸化炭素排出
量を算定する場合は、この総電力需要量等を元に算定のモデル（エネルギー転換部門報
告書参照）にしたがって電源構成を決め、電気の排出係数を算定した上で、各部門の電
力消費量にこの排出係数を乗じて二酸化炭素排出量に換算する （図３参照）。

（５）温室効果ガス削減技術の種類

温室効果ガス削減に資する対策には、技術的な改善による対策と、技術的な改善を促
すための税、賦課金、補助金、各種制度、規制的措置等の推進メカニズムとしての対策
の二通りがある。本検討では、前者を対象としている。
技術的な改善としての対策は、大きく次の４種類に分けられる。

対策の種類と具体例
①技術の効率改善・代替 高効率発電の導入、省エネ機器の普及、新エネルギー

の利用、低燃費車の普及など
②資源の有効利用 廃プラスチックの高炉での利用、バイオマスエネルギ

ー利用など
③インフラ整備 二酸化炭素排出の少ない都市・地域構造の形成、物流

の効率化など
④ライフスタイルの改善 自転車利用の促進、省エネ意識の向上、アイドリング

ストップなど



社会経済活動量の想定

Ａ部門

推 エネルギ 購入電力需要量 △△ △△千トン 電
計 ー消費に 電 換算 力（ ）

基づく二 その他のｴﾈﾙｷﾞｰの △△千トン 力 配
酸化炭素 消費に基づく二酸 （ 換算） 配 分
排出量 化炭素排出量 分 後

前 排
その他の温室効果ガス排出量 △△千トン 排 出

（ 換算） 出 量
量

Ｂ部門

推 エネルギ 購入電力需要量 △△ △△千トン 電
計 ー消費に 電 換算 力（ ）

基づく二 その他のｴﾈﾙｷﾞｰの △△千トン 力 配
酸化炭素 消費に基づく二酸 （ 換算） 配 分
排出量 化炭素排出量 分 後

前 排
その他の温室効果ガス排出量 △△千トン 排 出

（ 換算） 出 量
量

Ｃ部門

推 エネルギ 購入電力需要量 △△ △△千トン 電
計 ー消費に 電 換算 力（ ）

基づく二 その他のｴﾈﾙｷﾞｰの △△千トン 力 配
酸化炭素 消費に基づく二酸 （ 換算） 配 分
排出量 化炭素排出量 分 後

前 排
その他の温室効果ガス排出量 △△千トン 排 出

（ 換算） 出 量
量

・・・

エネルギー転換部門

モデル計算 電源構成の設定 電気排出係数の設定

（注）この図では電力について表現しているが、電力だけでなく都市ガス、石油等についても、エネルギー転換部門において燃料種

別に整理し、需要と供給間の整合を図っている。

図３ エネルギー起源の二酸化炭素排出量算定のフロー



３．関連する活動量のシナリオ

温室効果ガスは、様々な社会経済活動に伴って排出されるものであるため、その将来
の排出量を推計するにあたっては、主要な社会経済活動の姿を想定する必要がある。
本検討会では、主要な社会経済活動についての想定として、主として関係省庁で発表

している将来予測等を参考とした。なお、温室効果ガス削減の観点から、見直すべき将
来見通しについては、今後、政府内で調整し改訂を求めていく必要がある。

表４ 関連する活動量のシナリオ

また、今回の想定では、表５に示すとおり 「地球温暖化対策推進大綱」策定時に行っ、
た想定と相当程度異なっているものも少なくない。主な相違点は次のとおりである。

○ 大綱では、原子力発電所が 年までに新たに 基が新設されるとしたが、今
回は、現状の計画に基づく 基の場合と、さらに新設が予定どおり進まなかった場
合の７基の場合について算定することとしている。

項目名 1990年 2010年 単位等 2010/1990
実績値 想定値

国内総生産 430 593 兆円 1.38
年平均経済成長率　2.0%　(2001-2010)

人口 123,611 127,623 千人 1.03
原子力発電の ケース１ 3,148 6,185 万kW 1.96
将来設備量 ケース２ 3,148 5,325 万kW 1.69

ケース１：１３基増設、　ケース２：７基増設
素材製品生産量 粗鋼 11,171 9,651 万t 0.86

エチレン 581 666 万t 1.15
セメント 8,943 8,279 万t 0.93
紙板紙 2,809 3,374 万t 1.20

水田作付け面積 2,050 1,860 千ha 0.91
家畜飼養頭数 乳用牛 207 180 万頭 0.87

肉用牛 280 317 万頭 1.13
豚 1,134 929 万頭 0.82

世帯数 40,670 49,142 千世帯 1.21
住宅着工件数 167 約100 万戸 0.60
業務用延床面積 1,377 2,034 百万m2 1.48
旅客輸送量 自動車 685 892 10億人・km 1.30

鉄道 387 400 10億人・km 1.03
船舶・航空機 58 107 10億人・km 1.84

旅客用自動車保有台数 35,394 61,086 千台 1.73
貨物輸送量 自動車 274 310 10億ｔ・km 1.13

鉄道 27 26 10億ｔ・km 0.96
船舶・航空機 246 238 10億ｔ・km 0.97

貨物用自動車保有台数 21,841 20,269 千台 0.93
廃棄物排出量 一般廃棄物　　 5,044 5,000 万ｔ 0.99

産業廃棄物 39,500 48,000 万t 1.22



○ 今回は、 年の国内総生産額を約９％下方修正している。

○ 素材製品生産量について、粗鋼、エチレン、セメント、紙板紙のすべてについて
、 （ ）今回はすべて下方修正しているため 固定ケース２において合計で約 ％減 注

の影響を与えている。

○ 自動車の旅客輸送量について、今回は ％少なく想定しており、これにより、固
定ケース２に対して約 ％減（注）の影響を与えている。

表５ 大綱策定時と本検討の想定の相違

（注）大綱策定時の基準ケースの部門別排出量が不明のため、ここでは、次の計算によ
り概算した。

推計値への影響
（大綱想定値）－（今回想定値） 当該区分の固定ケース２排出量

＝ ×
今回想定値 固定ケース２温室効果ガス総排出量

項目名 当検討会2010年大綱資料 単位等 当検討会2010／ 推計値へ
想定値 想定値 大綱2010 の影響(%)

国内総生産 593 650 兆円 0.91
　　　　（注１）

人口 127,623 127,620 千人 1.00
原子力発電の ケース１ 6,185 7,078 万kW 0.87
将来設備量 ケース２ 5,325 万kW

２０基増設
素材製品生産量粗鋼 9,651 10,000 万t 0.97   -0.4

エチレン 666 万t 0.92   -0.4
セメント 8,279 10,500 万t 0.79   -0.8
紙板紙 3,374 3,900 万t 0.87   -0.4

水田作付け面積 1,860 千ha
家畜飼養頭数 乳用牛 180 万頭

肉用牛 317 万頭
豚 929 万頭

世帯数 49,142 千世帯 1.00
住宅着工件数 約100 万戸
業務用延床面積 2,034 百万m2 1.07   +0.8
旅客輸送量 自動車 892 1,180 10億人・km 0.76   -3.3

鉄道 400 480 10億人・km 0.83   -0.09
船舶・航空機 107 106 10億人・km 1.01   +0.01

旅客用自動車保有台数 61,086 千台
貨物輸送量 自動車 310 350 10億ｔ・km 0.89   -0.9

鉄道 26 30 10億ｔ・km 0.87   -0.05
船舶・航空機 238 272 10億ｔ・km 0.88   -0.1

貨物用自動車保有台数 20,269 千台
廃棄物排出量 一般廃棄物　　 5,000 万ｔ

産業廃棄物 48,000 万t
（＊）斜体字は、長期エネルギー需給見通しの値を使用
（注１）2001-10年は同じ2.0%の想定であり、差異は、1996-2000年の実績の差から生じている。
   (大綱の想定：1996-2000:年3.0%、2001-2010:年2.0%増)


